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■

中
国
の
宣
伝
に
惑
わ
さ
れ
る
日
本
人

　

去
る
十
月
二
十
五
日
、
中
国
で
は
「
台
湾

復
帰
」
六
十
周
年
に
当
た
る
と
し
て
、
国
を

挙
げ
て
の
祝
賀
行
事
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
中
国
は
、
六
十
年
前
の
昭
和
二
十
年

の
こ
の
日
、
抗
日
戦
争
に
勝
利
し
て
台
湾
を

日
本
か
ら
取
り
戻
し
た
の
だ
と
い
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
中
国
政
府
は
蔣
介
石

の
国
民
政
府
だ
が
、
そ
の
国
府
が
国
共
内
戦

で
「
消
滅
」
し
た
以
上
、
台
湾
の
領
土
は
中

華
人
民
共
和
国
が
継
承
し
て
い
る
と
い
う
の

が
、
こ
の
国
の
論
理
だ
。
一
方
の
国
府
自
身

は
内
戦
に
敗
れ
て
台
湾
に
逃
れ
た
も
の
の
、

毎
年
十
月
二
十
五
日
を
光
復
記
念
日
と
し
、

台
湾
支
配
の
正
当
性
を
強
調
し
て
き
た
。

　

日
本
で
も
、
例
え
ば
広
辞
苑
で
「
台
湾
」

の
項
を
引
く
と
、「
日
清
戦
争
の
結
果
一
八
九

五
年
日
本
領
と
な
り
、
一
九
四
五
年
日
本
の

敗
戦
に
よ
っ
て
中
国
に
復
帰
」
と
あ
る
。
中

学
校
の
教
科
書
『
新
し
い
社
会
科
地
図
』（
東

京
書
籍
）
で
も
、
台
湾
は
「
１
９
４
５　

中

国
に
返
還
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
は

台
湾
を
中
国
に
返
還
し
た
」
と
い
う
の
は
、

戦
後
日
本
に
お
け
る
謂
わ
ば
「
常
識
」
に
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

だ
が
、
日
本
が
正
式
に
台
湾
の
主
権
を
手

放
し
た
の
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
た
時
点
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
日
本
が
台
湾
を
中

国
に
「
返
還
」（
割
譲
）
し
た
と
の
事
実
は
一

切
な
い
。
同
条
約
発
効
に
至
る
ま
で
、
台
湾

は
法
的
に
は
依
然
日
本
領
土
で
あ
り
、
だ
か

ら
こ
そ
日
本
は
台
湾
を
「
放
棄
」
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
。

　

で
は
、
な
ぜ
日
本
人
は
こ
う
し
た
事
実
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

　

そ
の
原
因
の
一
つ
に
、「
日
本
は
台
湾
を
中

国
に
返
還
す
べ
し
」
と
謳
っ
た
カ
イ
ロ
宣
言

が
あ
る
。
国
府
に
せ
よ
中
共
に
せ
よ
、
日
本

が
カ
イ
ロ
宣
言
の
履
行
を
求
め
る
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
を
受
諾
し
た
こ
と
で
、
台
湾
は
中
国
に

「
返
還
」
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
だ
が

日
本
は
そ
れ
を
履
行
す
る
以
前
に
、
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
「
放
棄
」
し
た
と

い
う
の
が
事
実
な
の
だ
。
要
す
る
に「
返
還
」

が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
中
国
人
が
台
湾
領

有
を
正
当
化
す
る
た
め
の
政
治
的
な
宣
伝
な

の
で
あ
る
。
戦
後
の
日
本
人
の
多
く
は
そ
の

宣
伝
に
惑
わ
さ
れ
、「
台
湾
は
中
国
領
と
な
っ

た
」
と
誤
解
し
て
い
る
わ
け
だ
。

■

「
復
帰
」の
真
相
は
戦
勝
国
の
領
土
強
奪

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
原
因
は
や
は
り
、
終

戦
直
後
の「
十
月
二
十
五
日
」、中
国（
国
府
）

が
こ
の
島
を
実
際
に
占
領
し
、
統
治
を
開
始

し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

台
湾
は
中
国
に
「
復
帰
」
し
て
い
な
い
。

日
本
人
が
想
起
す
べ
き
六
十
年
前
の
真
相

本
誌
編
集
部

「
台
湾
返
還
」
と
い
う
戦
後
「
常
識
」
の
虚
構
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そ
れ
で
は
そ
の
日
、
一
体
何
が
行
わ
れ
た

か
を
見
て
み
よ
う
。

　

昭
和
二
十
年
九
月
二
日
、
連
合
国
軍
最
高

司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
武
装
解
除
、
戦

闘
停
止
な
ど
を
命
じ
る「
一
般
命
令
第
一
号
」

を
日
本
側
に
手
交
し
、「
中
国
戦
区
」、
つ
ま

り
中
国
（
満
洲
を
除
く
）、
台
湾
、
北
部
仏

印
の
日
本
軍
は
蔣
介
石
の
国
府
に
降
伏
せ
よ

と
の
命
令
を
下
し
た
。
こ
れ
を
受
け
蔣
介
石

は
九
月
九
日
、
南
京
に
お
い
て
降
伏
式
典
を

行
い
、
支
那
派
遣
軍
総
司
令
官
岡
村
寧
二
大

将
は
、
同
戦
区
内
の
日
本
軍
に
対
し
、
何
応

欽
大
将
の
指
定
す
る
各
地
区
の
受
降
主
管
に

降
伏
せ
よ
と
命
じ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
降
伏

文
書
に
調
印
し
た
。
そ
の
結
果
、
台
湾
の
第

十
方
面
軍
は
、
台
湾
地
区
の
「
受
降
主
管
」

で
あ
る
陳
儀
・
台
湾
省
警
備
総
司
令
（
す
で

に
国
府
は
台
湾
省
を
設
置
し
て
い
た
）
に
降

服
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
降
服
式
典
が
台

北
で
行
わ
れ
た
の
が
「
十
月
二
十
五
日
」
な

の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
国
府
側
は
こ
の
式
典
で
、

明
ら
か
な
越
権
行
為
を
行
っ
た
。
陳
儀
は
こ

こ
で
軍
司
令
官
と
し
て
で
は
な
く
、「
台
湾

省
行
政
長
官
」
の
名
義
で
、
日
本
軍
の
降
服

受
け
入
れ
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
は
日
本

の
「
台
湾
の
領
土
、
人
民
、
治
権
を
接
収
す

る
」
と
の
内
容
の
命
令
を
第
十
方
面
軍
司
令

官
安
藤
利
吉
大
将
（
台
湾
総
督
兼
任
）
に
下

し
、
そ
の
命
令
受
領
書
に
署
名
さ
せ
、
そ
の

上
で
陳
儀
は
同
日
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ
、

「
台
湾
は
正
式
に
改
め
て
中
国
の
版
図
に
入

っ
た
」
と
内
外
に
宣
言
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
れ
が
「
台
湾
が
中
国
へ
の
復
帰
」
と
い

う
も
の
の
真
相
で
あ
る
。
所
詮
は
戦
勝
国
に

よ
る
無
力
な
敗
戦
国
か
ら
の
領
土
強
奪
以
外

の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。

■

真
実
を
明
ら
か
に
す
べ
き
当
事
国
日
本

　

そ
の
後
、
国
府
は
さ
ら
に
こ
の
島
に
亡
命

し
、
統
治
を
強
化
し
た
が
、
戦
後
復
興
や
冷

戦
へ
の
対
処
に
忙
殺
さ
れ
る
各
国
は
、
こ
れ

ら
一
連
の
「
不
法
行
為
」
に
は
何
ら
対
応
し

え
な
か
っ
た
も
の
の
、
後
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
会
議
に
お
い
て
は
、
台
湾
の
帰

属
先
は
未
定
と
し
て
、
中
国
の
領
有
権
の
主

張
を
否
認
し
た
。
そ
の
結
果
日
本
も
、
台
湾

を
中
国
領
と
は
認
め
て
い
な
い
。
台
湾
に
あ

る
国
府
と
日
華
平
和
条
約
を
締
結
し
た
際
に

は
、
台
湾
に
関
す
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条

約
の
規
定
を
確
認
し
た
だ
け
で
あ
り
、
昭
和

四
十
七
年
の
日
中
共
同
声
明
で
も
、
台
湾
が

中
国
領
で
あ
る
と
の
認
定
を
避
け
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
未
定
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
台
湾

の
帰
属
先
は
と
い
う
と
、
そ
の
最
終
決
定
は

や
は
り
住
民
自
決
と
い
う
国
際
法
上
の
原
則

に
従
っ
て
行
わ
れ
る
以
外
に
な
い
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
中
国
は
今
日
、「
台
湾
復
帰
」
六

十
周
年
を
強
調
す
る
な
ど
、
台
湾
領
有
権
を

内
外
に
宣
伝
し
て
や
ま
な
い
。
こ
れ
は
台
湾

住
民
の
自
決
権
の
否
定
で
あ
り
、
国
際
社
会

で
は
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。

　

そ
れ
で
あ
る
な
ら
日
本
は
、
台
湾
領
有
権

問
題
の
当
事
国
と
し
て
、「
台
湾
を
中
国
に
割

譲
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
世
界
に

向
け
て
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
の

か
。
中
国
の
宣
伝
な
ど
に
惑
わ
さ
れ
、「
返
還

し
た
」
な
ど
と
思
い
込
ん
で
い
る
場
合
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
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